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◎東彼杵郡三町（東彼杵町・川棚町・波佐見町）�

東
彼
杵
町�

波佐見町�

川棚町�

鬼
木
棚
田
ま
つ
り（
波
佐
見
町
）

協

議

の

経

過

９
月
２３
日
�
、「
日
本
の
棚
田
百
選
」
に
認
定
さ
れ
た
鬼
木
地
区
で
棚

田
ま
つ
り
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
か
か
し
コ
ン
テ
ス
ト
や
枝
豆
収
穫
、
田

舎
汁
の
無
料
サ
ー
ビ
ス
な
ど
様
々
な
イ
ベ
ン
ト
が
催
さ
れ
た
こ
の
日
、
訪

れ
た
約
３
千
人
が
の
ど
か
な
秋
の
一
日
を
楽
し
ん
で
い
ま
し
た
。

新市の名称

９
月
１１
日
、
波
佐
見
町
総
合
文
化
会
館
で

行
わ
れ
た
第
１１
回
合
併
協
議
会
に
お
い
て
、

継
続
と
な
っ
て
い
た
「
新
市
の
名
称
に
関
す

る
こ
と
」（
そ
の
３
）
に
つ
い
て
の
３
回
目

の
協
議
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

過
去
、
長
時
間
に
わ
た
っ
て
議
論
が
交
わ

さ
れ
た
こ
の
協
議
項
目
も
、
冒
頭
、
川
棚
町

の
委
員
か
ら
こ
の
件
に
関
し
て
持
ち
帰
り
慎

重
に
協
議
し
た
結
果
が
報
告
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
内
容
は
、
各
種
小
委
員
会
の
答
申
に
つ

い
て
川
棚
町
と
し
て
の
基
本
的
な
考
え
方
を

述
べ
、
こ
の
方
針
が
協
議
会
委
員
の
共
通
認

識
と
し
て
確
認
さ
れ
れ
ば
、
当
初
提
案
の
と

お
り
決
定
す
る
こ
と
に
異
議
は
な
い
と
い
う

も
の
で
し
た
。

こ
れ
に
対
す
る
意
見
を
会
長
が
求
め
る
と
、

他
町
の
委
員
も
す
べ
て
同
意
し
た
こ
と
か
ら
、

当
初
提
案
の
と
お
り
小
委
員
会
決
定
の
５
候

補
の
中
か
ら
名
称
を
決
定
す
る
こ
と
で
確
認

さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
後
、
決
定
の
方
法
に
論
点
が
絞
ら
れ

ま
し
た
が
、「
投
票
に
よ
り
一
発
で
決
め
ま

し
ょ
う
。」
と
の
声
に
他
の
委
員
も
賛
同
。

３２
名
（
１
名
欠
席
）
の
協
議
委
員
に
よ
る
投

票
が
行
わ
れ
、
そ
の
結
果
、
最
多
の
１６
票
を

得
た
『
東
そ
の
ぎ
市
』
が
三
町
合
併
後
の
新

た
な
市
の
名
称
と
し
て
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

１



Ｑ
は
質
問
、
Ａ
は
回
答
、

（
注
）
※
は
意
見

第
十
一
回協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協

議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議
会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会
のののののののののののののののののののののののののののののの
結結結結結結結結結結結結結結結結結結結結結結結結結結結結結結
果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果

９月１１日�、午前１０時から波佐見町総合文化会館において、第１１回東彼杵郡三
町合併協議会を開催しました。
今回提出した協議項目は、「新市の名称に関すること（その３）」などの継続協議
事項６件、「地域審議会の設置に関すること」などの新規協議事項４件でしたが、
このうち確認されたのは継続協議事項の６件と、新規で提出された「社会福祉協
議会の取り扱いに関すること」を含む７件で、残りの３件は継続協議となりました。

１

協協協協協協協協協協
議議議議議議議議議議
事事事事事事事事事事
項項項項項項項項項項
（
前
回
提
案
さ
れ
、今
回
協
議
確
認
さ
れ
た
こ
と
）

�

協
議
第
３８
号
�

新
市
の
名
称
に
関
す
る
こ
と（

そ
の
３
）

「
新
市
の
名
称
に
関
す
る
こ
と
（
そ

の
３
）
に
つ
い
て
、
新
市
の
名
称
候

補
選
定
小
委
員
会
よ
り
別
紙
の
と
お

り
報
告
が
あ
り
ま
し
た
の
で
提
案
し

ま
す
。」

（
別
紙
）

１

そ
の
ぎ
市
：
そ
の
ぎ
し

（
選
定
の
理
由
）

・
「
そ
の
ぎ
」
と
い
う
呼

び
名
は
、
大
村
湾
を
挟

ん
だ
地
域
の
呼
び
名
で

あ
り
歴
史
的
に
な
じ
み

が
深
い
が
、「
彼
杵
」
は

難
読
で
あ
り
平
仮
名
に

す
る
こ
と
に
よ
り
、
新

鮮
で
柔
ら
か
い
イ
メ
ー

ジ
が
あ
る
。

・
子
供
も
覚
え
や
す
い
。

２

東
彼
市
：
と
う
ひ
し

（
選
定
の
理
由
）

・
「
東
彼
杵
郡
」
を
短
く
し
た
呼

び
名
で
古
く
か
ら
広
く
使
わ
れ

て
お
り
、
歴
史
的
、
地
理
的
な

イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
。

３

東
彼
杵
市
：
ひ
が
し
そ
の
ぎ
し

（
選
定
の
理
由
）

・
３
町
の
地
域
の
歴
史
・
文
化
に

ち
な
ん
だ
名
前
で
あ
る
。

・
３
町
が
地
理
的
に
イ
メ
ー
ジ
で

き
、
外
に
向
け
て
周
知
し
や
す

い
。

・
長
い
間
慣
れ
親
し
ん
だ
名
前
で

あ
る
。

４

東
そ
の
ぎ
市
：
ひ
が
し
そ
の
ぎ
し

（
選
定
の
理
由
）

・「
ひ
が
し
そ
の
ぎ
」
と
い
う
呼

び
名
は
、
歴
史
的
・
地
理
的
に

２
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主
な
意
見

★
﹇
会
長
﹈

新
市
の
名
称
に
関
す

る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
議

論
が
大
き
く
二
つ
に
分
か
れ
て
い
た
。

一
つ
は
、
小
委
員
会
か
ら
提
案
さ
れ

た
５
作
品
の
中
か
ら
選
出
す
べ
き
と

い
う
意
見
。
も
う
一
つ
は
、
小
委
員

会
か
ら
提
案
さ
れ
た
「
彼
杵
」
関
係

の
４
つ
の
名
称
を
一
枠
と
し
て
他
の

名
称
候
補
を
加
え
る
と
い
う
意
見
で

あ
っ
た
が
、
も
う
一
度
持
ち
帰
り
、

小
委
員
会
か
ら
提
案
さ
れ
て
い
る
案

も
含
め
て
協
議
す
る
と
し
て
い
た
川

棚
町
か
ら
先
に
説
明
願
い
た
い
。

☆
﹇
川
棚
町
﹈

今
回
ま
で
の
協
議

を
踏
ま
え
、
協
議
会
の
基
本
的
な
あ

り
方
と
し
て
、
小
委
員
会
の
答
申
は

尊
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
決
定

的
な
性
格
を
帯
び
る
も
の
で
は
な
く
、

新
た
な
要
望
、
提
案
が
あ
っ
て
も
、

協
議
の
テ
ー
ブ
ル
に
載
せ
て
議
論
を

深
め
る
こ
と
が
合
併
協
議
を
進
め
る

上
で
重
要
と
考
え
る
の
で
、
こ
の
基

本
姿
勢
を
改
め
て
確
認
さ
せ
て
い
た

だ
き
た
い
。

新
市
の
名
称
に
つ
い
て
は
、
本
日

の
協
議
会
で
決
定
さ
れ
る
内
容
で
、

し
か
る
べ
き
手
順
を
踏
ま
え
て
決
め

て
い
き
た
い
。

★
﹇
会
長
﹈

新
市
の
名
称
は
、
小

委
員
会
か
ら
先
に
提
案
さ
れ
た
も
の

の
中
か
ら
選
ぶ
と
い
う
こ
と
か
。

☆
﹇
川
棚
町
﹈

そ
の
よ
う
に
捉
え

て
い
た
だ
い
て
結
構
だ
。

★
﹇
会
長
﹈

そ
の
こ
と
と
、
小
委

員
会
の
取
り
扱
い
に
お
け
る
確
認
の

お
願
い
と
理
解
し
て
よ
ろ
し
い
か
。

☆
﹇
川
棚
町
﹈

今
迄
の
協
議
会
の

中
で
、
そ
の
辺
の
解
釈
に
ず
れ
が

あ
っ
た
と
理
解
し
て
い
る
の
で
、
そ

の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。

★
﹇
会
長
﹈

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、

他
町
の
意
見
を
伺
い
た
い
。

☆
﹇
波
佐
見
町
﹈

川
棚
町
の
提
案

に
対
し
て
全
く
異
議
は
な
い
。

☆
﹇
東
彼
杵
町
﹈

東
彼
杵
町
と
し

て
も
、
川
棚
町
の
発
言
を
是
と
し
た

い
。

★
﹇
会
長
﹈

そ
れ
で
は
、
当
初
小

委
員
会
か
ら
出
さ
れ
た
も
の
を
協
議

会
で
検
討
し
、
協
議
次
第
で
は
加
え

た
り
削
っ
た
り
、
ま
た
、
小
委
員
会

に
差
し
戻
し
た
り
し
な
が
ら
、
再
度

出
て
き
た
も
の
を
協
議
会
で
確
認
し

て
い
く
と
い
う
こ
と
で
よ
ろ
し
い
か
。

｛
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
｝

★
﹇
会
長
﹈

今
後
そ
の
よ
う
に
協

議
を
進
め
て
い
き
た
い
。

新
市
の
名
称
に
つ
い
て
は
、
小
委

員
会
提
出
の
５
つ
の
名
称
か
ら
決
め

る
と
い
う
こ
と
で
確
認
い
た
だ
い
た

が
、
こ
れ
か
ら
一
つ
の
名
前
に
決
め

な
く
て
は
な
ら
な
い
。
第
１
案
と
し

て
協
議
に
よ
り
決
定
す
る
、
第
２
案

と
し
て
投
票
に
よ
り
決
定
を
す
る
と

い
う
２
つ
の
案
が
あ
る
と
思
う
が
、

他
の
案
も
含
め
ご
意
見
を
い
た
だ
き

た
い
。

な
じ
み
が
深
い
が
、「
彼
杵
」

が
難
読
で
あ
り
平
仮
名
に
す
る

こ
と
に
よ
り
新
鮮
で
、
柔
ら
か

い
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
。

・
子
供
も
覚
え
や
す
い
。

５

三
里
市
：
み
さ
と
し

（
選
定
の
理
由
）

・
歴
史
的
、
地
理
的
イ
メ
ー
ジ
を

全
く
廃
し
、
気
分
一
新
し
、
新

し
く
生
ま
れ
変
わ
り
出
発
で
き

る
。

・
３
町
の
自
然
と
故
郷
を
大
切
に

し
な
が
ら
、
新
し
い
ま
ち
と
し

て
ス
タ
ー
ト
す
る
の
に
相
応
し

い
。

３
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﹇
委
員
﹈

５
つ
の
候
補
の
中
か

ら
、
協
議
に
よ
り
２
つ
ぐ
ら
い
に
絞

り
、
最
終
的
に
投
票
か
、
あ
る
い
は

賛
同
を
得
て
や
る
か
と
い
う
方
法
は

い
か
が
か
。

☆
﹇
委
員
﹈

２
つ
に
絞
る
と
い
う

こ
と
に
な
れ
ば
、
ま
た
も
め
る
こ
と

も
考
え
ら
れ
る
。
一
発
勝
負
の
投
票

が
い
い
。
諦
め
も
つ
く
。

｛
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
｝

�

協
議
第
４０
号
�

一
部
事
務
組
合
等
の
取
り
扱
い
に
関

す
る
こ
と
（
そ
の
２
）

次
の
よ
う
に
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

【
佐
世
保
地
域
広
域
市
町
村
圏
組
合
】

佐
世
保
地
域
広
域
市
町
村
圏
組
合

に
つ
い
て
は
、
合
併
の
前
日
を
も
っ

て
脱
退
し
、
新
市
に
お
い
て
新
た
に

加
入
す
る
。

【
長
崎
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合
】

長
崎
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合
に

つ
い
て
は
、
合
併
の
前
日
を
も
っ
て

脱
退
し
、
新
市
に
お
い
て
新
た
に
加

入
す
る
。

【
長
崎
県
市
町
村
総
合
事
務
組
合
】

長
崎
県
市
町
村
総
合
事
務
組
合
に

つ
い
て
は
、
合
併
の
前
日
を
も
っ
て

脱
退
し
、
新
市
に
お
い
て
新
た
に
加

入
す
る
。

【
長
崎
県
町
村
議
会
議
員
公
務
災
害

補
償
等
組
合
】

長
崎
県
町
村
議
会
議
員
公
務
災
害

補
償
等
組
合
に
つ
い
て
は
、
合
併
の

前
日
を
も
っ
て
脱
退
し
、
新
市
に
お

い
て
新
た
に
加
入
す
る
。

【
長
崎
県
５
市
６
町
競
艇
組
合
】

長
崎
県
５
市
６
町
競
艇
組
合
に
つ

い
て
は
、
合
併
の
前
日
を
も
っ
て
脱

退
し
、
新
市
に
お
い
て
新
た
に
加
入

す
る
。�

協
議
第
４１
号
�

商
工
観
光
関
係
事
業
の
取
り
扱
い
に

関
す
る
こ
と

次
の
よ
う
に
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

【
商
工
関
係
】

�
企
業
誘
致
促
進
奨
励
制
度
に
つ
い

て
は
、
制
度
は
新
市
に
引
き
継
ぎ
、

適
用
条
件
、
奨
励
措
置
等
に
つ
い

て
は
合
併
ま
で
に
調
整
す
る
。

た
だ
し
、
平
成
１６
年
度
ま
で
は
、

旧
町
の
例
に
よ
る
。

※

協
議
の
結
果
、
当
初
提
案
ど

お
り
、
新
市
の
名
称
選
定
小
委

員
会
が
決
定
し
た
５
候
補
の
中

か
ら
選
定
す
る
こ
と
が
確
認
さ

れ
、
そ
の
後
協
議
会
委
員
３２
名

（
欠
席
１
名
）
に
よ
る
投
票
が

行
わ
れ
ま
し
た
。

投
票
結
果
は
次
の
と
お
り
と

な
り
、
１６
票
と
一
番
得
票
が
多

か
っ
た
「
東
そ
の
ぎ
市
」
が
新

市
の
名
称
に
決
定
し
ま
し
た
。

【投票結果】

得票数

16

10

3

2

1

32

新 市 の 名 称

東そのぎ市

三 里 市

東 彼 市

東 彼 杵 市

そ の ぎ 市

合 計

順 位

1

2

3

4

5

４
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�
中
小
企
業
振
興
資
金
融
資
制
度
に

つ
い
て
は
、
制
度
は
新
市
に
引
き

継
ぎ
、
融
資
の
対
象
、
融
資
条
件

等
に
つ
い
て
は
合
併
ま
で
に
調
整

す
る
。

�
商
工
会
に
つ
い
て
は
、
合
併
後
速

や
か
に
統
合
で
き
る
よ
う
支
援
す

る
も
の
と
す
る
。

た
だ
し
、
補
助
金
に
つ
い
て
は
、

新
市
に
お
い
て
調
整
す
る
。

�
そ
の
他
団
体
等
に
対
す
る
補
助
金

に
つ
い
て
は
、
新
市
に
お
い
て
調

整
す
る
。

�
消
費
生
活
相
談
員
制
度
に
つ
い
て

は
、
新
市
に
お
い
て
新
た
に
設
置

す
る
。

【
観
光
関
係
】

�
観
光
振
興
事
業
に
つ
い
て
は
、
新

市
に
お
い
て
調
整
す
る
。

�
観
光
関
係
施
設
に
つ
い
て
は
、
現

行
の
と
お
り
新
市
に
引
き
継
ぐ
。

た
だ
し
、
観
光
施
設
の
管
理
運
営

に
つ
い
て
は
、
新
市
に
お
い
て
調

整
す
る
。

�
観
光
団
体
に
つ
い
て
は
、
合
併
後

速
や
か
に
統
合
で
き
る
よ
う
支
援

す
る
も
の
と
す
る
。

�
観
光
関
係
団
体
に
対
す
る
補
助
金

に
つ
い
て
は
、
新
市
に
お
い
て
調

整
す
る
。

�

協
議
第
４２
号
�

建
設
関
係
事
業
の
取
り
扱
い
に
関
す

る
こ
と

次
の
よ
う
に
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

�
町
道
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お

り
新
市
に
引
き
継
ぐ
。

�
道
路
占
用
料
に
つ
い
て
は
、
道
路

法
施
行
令
の
と
お
り
と
し
、
新
市

に
お
い
て
は
乙
地
を
採
用
す
る
。

�
河
川
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お

り
新
市
に
引
き
継
ぐ
。

�
河
川
の
占
用
料
及
び
使
用
料
並
び

に
採
取
料
に
つ
い
て
は
、
合
併
ま

で
に
調
整
す
る
。

�
海
岸
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お

り
新
市
に
引
き
継
ぐ
。

�
急
傾
斜
地
に
つ
い
て
は
、
現
行
の

と
お
り
新
市
に
引
き
継
ぐ
。

�
都
市
下
水
路
占
用
料
に
つ
い
て
は
、

現
行
の
と
お
り
新
市
に
引
き
継
ぐ
。

�
指
名
選
定
の
基
準
及
び
格
付
け
の

方
法
に
つ
い
て
は
、
合
併
ま
で
に

調
整
す
る
。

	
・
漁
港
及
び
漁
港
関
係
施
設
に
つ

い
て
は
、
現
行
の
と
お
り
新
市

に
引
き
継
ぐ
。

・
漁
港
関
係
の
利
用
料
及
び
占
用

料
並
び
に
使
用
料
に
つ
い
て
は
、

現
行
の
と
お
り
新
市
に
引
き
継

ぐ
。



港
湾
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お

り
新
市
に
引
き
継
ぐ
。

�

協
議
第
４３
号
�

学
校
教
育
関
係
の
取
り
扱
い
に
関
す

る
こ
と

次
の
よ
う
に
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

【
幼
稚
園
】

�
幼
稚
園
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と

お
り
新
市
に
引
き
継
ぐ
。

�
幼
稚
園
の
保
育
料
、
教
育
時
間
に

つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お
り
新
市

に
引
き
継
ぐ
。

【
小
学
校
】

�
小
学
校
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と

お
り
新
市
に
引
き
継
ぐ
。

�
小
学
校
の
通
学
区
域
に
つ
い
て
は
、

現
行
の
と
お
り
新
市
に
引
き
継
ぎ
、

必
要
に
応
じ
て
新
市
に
お
い
て
調

整
す
る
。

�
小
学
校
の
委
託
児
童
に
つ
い
て
は
、

現
行
の
と
お
り
新
市
に
引
き
継
ぐ
。

�
小
学
校
の
委
託
児
童
の
通
学
区
域

に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お
り
新

市
に
引
き
継
ぎ
、
必
要
に
応
じ
て

新
市
に
お
い
て
調
整
す
る
。

【
中
学
校
】

�
中
学
校
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と

お
り
新
市
に
引
き
継
ぐ
。
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�
中
学
校
の
通
学
区
域
に
つ
い
て
は
、

現
行
の
と
お
り
新
市
に
引
き
継
ぎ
、

必
要
に
応
じ
て
新
市
に
お
い
て
調

整
す
る
。

�
中
学
校
の
委
託
生
徒
に
つ
い
て
は
、

現
行
の
と
お
り
新
市
に
引
き
継
ぐ
。

�
中
学
校
の
委
託
生
徒
の
通
学
区
域

に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お
り
新

市
に
引
き
継
ぎ
、
必
要
に
応
じ
て

新
市
に
お
い
て
調
整
す
る
。

【
奨
学
金
】

�
奨
学
金
制
度
に
つ
い
て
は
、
現
行

の
と
お
り
新
市
に
引
き
継
ぎ
、
貸

付
条
件
等
に
つ
い
て
は
合
併
ま
で

に
調
整
す
る
。

【
遠
距
離
通
学
費
】

�
遠
距
離
通
学
費
の
補
助
対
象
に
つ

い
て
は
、現
行
の
と
お
り
新
市
に
引

き
継
ぎ
、新
市
に
お
い
て
調
整
す
る
。

�
遠
距
離
通
学
費
の
補
助
金
額
等
に

つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お
り
新
市

に
引
き
継
ぎ
、
新
市
に
お
い
て
調

整
す
る
。

【
教
員
住
宅
】

�
教
員
住
宅
に
つ
い
て
は
、
現
行
の

と
お
り
新
市
に
引
き
継
ぐ
。

�
教
員
住
宅
の
使
用
料
に
つ
い
て
は
、

現
行
の
と
お
り
新
市
に
引
き
継
ぐ
。

【
障
害
児
就
学
指
導
委
員
会
関
係
】

�
障
害
児
就
学
指
導
委
員
会
の
組
織

に
つ
い
て
は
、
新
市
に
お
い
て
設

置
す
る
。

�
障
害
児
就
学
指
導
委
員
会
の
委
員

数
に
つ
い
て
は
、
新
市
に
お
い
て

調
整
す
る
。

�
障
害
児
就
学
指
導
委
員
会
の
委
員

の
任
期
に
つ
い
て
は
、
新
市
に
お

い
て
調
整
す
る
。

【
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
】

�
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て
は
、

現
行
の
と
お
り
新
市
に
引
き
継
ぐ
。

�
配
食
区
域
・
食
数
に
つ
い
て
は
、

現
行
の
と
お
り
新
市
に
引
き
継
ぐ
。

た
だ
し
、
給
食
費
に
つ
い
て
は
、

新
市
に
お
い
て
調
整
す
る
。

�
運
営
委
員
会
に
つ
い
て
は
、
新
市

に
お
い
て
設
置
す
る
。

小
学
生
、
中
学
生
の
給
食
費

に
つ
い
て
、
東
彼
杵
町
と
他
の
２

町
で
は
小
学
校
で
７
円
、
中
学
校

で
３
円
の
差
が
あ
る
。
こ
れ
は
給

食
の
回
数
に
関
係
が
あ
る
の
か
。

給
食
費
は
従
来
、
そ
の
町
の

学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
運
営
委
員
会

の
中
で
そ
の
単
価
に
つ
い
て
協
議

を
し
て
決
め
て
お
り
、
給
食
の
回

数
に
は
直
接
関
係
が
無
い
。

波
佐
見
町
に
教
員
住
宅
と
い

う
施
設
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
ど
の

よ
う
な
も
の
か
。

こ
れ
は
町
が
１
戸
設
置
を
し

て
、
町
外
か
ら
転
勤
し
て
こ
ら
れ

た
先
生
に
お
貸
し
し
て
い
る
も
の

で
、
昭
和
５５
年
建
設
の
か
な
り
古

い
も
の
で
あ
る
。

小
学
校
、
中
学
校
の
通
学
区

域
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お
り

新
市
に
引
き
継
ぎ
、
必
要
に
応
じ

て
新
市
に
お
い
て
調
整
す
る
と
あ

る
が
、
こ
の
表
現
で
は
、
今
後
合

併
を
し
た
後
に
校
区
が
変
わ
る
の

で
は
な
い
か
と
懸
念
さ
れ
る
方
も

お
ら
れ
る
と
思
う
が
。

将
来
に
向
か
っ
て
全
く
そ
れ

が
考
え
ら
れ
な
い
か
と
言
え
ば
、

そ
う
で
は
な
い
と
い
う
感
は
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
新
市

に
引
き
継
い
だ
上
で
、
そ
の
中
で

検
討
さ
れ
て
い
く
部
分
が
大
き
い

だ
ろ
う
と
考
え
る
。

�

協
議
第
４４
号
�

社
会
教
育
関
係
の
取
り
扱
い
に
関
す

る
こ
と

次
の
よ
う
に
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

【
社
会
教
育
関
係
】

�
社
会
教
育
関
係
施
設
に
つ
い
て
は
、

現
行
の
と
お
り
新
市
に
引
き
継
ぎ
、
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名
称
、
利
用
時
間
、
休
館
日
、
使

用
料
（
減
免
）
等
は
、
合
併
ま
で

に
調
整
す
る
。

�
自
治
公
民
館
活
動
に
つ
い
て
は
、

現
行
の
と
お
り
新
市
に
引
き
継
ぐ
。

�
主
催
事
業
に
つ
い
て
は
、現
行
の
と

お
り
新
市
に
引
き
継
ぎ
、
必
要
に

応
じ
て
新
市
に
お
い
て
調
整
す
る
。

�
文
化
祭
等
に
つ
い
て
は
、
新
市
に

お
い
て
調
整
す
る
。

�
公
民
館
等
自
主
講
座
（
生
涯
学

習
）
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お

り
新
市
に
引
き
継
ぎ
、
必
要
に
応

じ
て
新
市
に
お
い
て
調
整
す
る
。

�
社
会
教
育
関
係
団
体
に
つ
い
て
は
、

合
併
後
速
や
か
に
統
合
で
き
る
よ

う
支
援
す
る
も
の
と
し
、
補
助
金

に
つ
い
て
は
新
市
に
お
い
て
調
整

す
る
。

�
社
会
教
育
関
係
委
員
等
に
つ
い
て

は
、
新
市
に
お
い
て
設
置
す
る
。

�
図
書
室
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と

お
り
新
市
に
引
き
継
ぎ
、
名
称
、

利
用
時
間
、
休
館
日
等
は
合
併
ま

で
に
調
整
す
る
。

【
社
会
体
育
関
係
】

�
運
動
公
園
・
グ
ラ
ウ
ン
ド
等
に
つ

い
て
は
、
現
行
の
と
お
り
新
市
に

引
き
継
ぎ
、
名
称
、
使
用
料
等
は

合
併
ま
で
に
調
整
す
る
。

�
体
育
館
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と

お
り
新
市
に
引
き
継
ぎ
、名
称
、使

用
料
等
は
合
併
ま
で
に
調
整
す
る
。

�
管
理
人
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と

お
り
新
市
に
引
き
継
ぎ
、
必
要
に

応
じ
て
新
市
に
お
い
て
調
整
す
る
。

�
体
育
指
導
委
員
に
つ
い
て
は
、
新

市
に
お
い
て
設
置
す
る
。

�
体
育
協
会
に
つ
い
て
は
、
合
併
後

速
や
か
に
統
合
で
き
る
よ
う
支
援

す
る
も
の
と
し
、
補
助
金
に
つ
い

て
は
、
新
市
に
お
い
て
調
整
す
る
。

�
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
に
つ
い
て
は
、

新
市
に
お
い
て
設
置
す
る
。

【
事
業
・
イ
ベ
ン
ト
】

�
主
催
事
業
に
つ
い
て
は
、現
行
の
と

お
り
新
市
に
引
き
継
ぎ
、
必
要
に

応
じ
て
新
市
に
お
い
て
調
整
す
る
。

�
共
催
事
業
に
つ
い
て
は
、現
行
の
と

お
り
新
市
に
引
き
継
ぎ
、
必
要
に

応
じ
て
新
市
に
お
い
て
調
整
す
る
。

【
補
助
金
】

�
補
助
金
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と

お
り
新
市
に
引
き
継
ぎ
、
必
要
に

応
じ
て
新
市
に
お
い
て
調
整
す
る
。

【
文
化
財
保
護
】

�
文
化
財
保
護
に
つ
い
て
は
、
現
行

の
と
お
り
新
市
に
引
き
継
ぐ
。

�
文
化
財
保
存
整
備
活
用
事
業
に
つ

い
て
は
、
現
行
の
と
お
り
新
市
に

引
き
継
ぐ
。

た
だ
し
、
補
助
金
に
つ
い
て
は
、

新
市
に
お
い
て
調
整
す
る
。

�
文
化
財
保
護
審
議
会
に
つ
い
て
は
、

新
市
に
お
い
て
設
置
す
る
。

�
郷
土
資
料
館
に
つ
い
て
は
、
現
行

の
と
お
り
新
市
に
引
き
継
ぎ
、
名

称
、
開
館
時
間
、
休
館
日
、
閲
覧

料
、
使
用
料
、
運
営
委
員
会
等
は

合
併
ま
で
に
調
整
す
る
。

現
在
３
町
に
は
図
書
室
し
か

な
く
図
書
館
が
な
い
。
将
来
そ
の

建
設
計
画
は
あ
る
か
。

新
市
建
設
計
画
案
に
つ
い
て

後
日
小
委
員
会
で
検
討
し
て
も
ら

う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
現
在

の
予
定
で
は
、
図
書
館
建
設
は
主

な
事
業
例
に
掲
げ
て
い
る
。

２

協協協協協協協協協協
議議議議議議議議議議
事事事事事事事事事事
項項項項項項項項項項
（
今
回
新
規
に
提
案
さ
れ
、当
日
協
議
確
認
さ
れ
た
こ
と
）

�

協
議
第
４７
号
�

社
会
福
祉
協
議
会
の
取
り
扱
い
に
関

す
る
こ
と

「
社
会
福
祉
協
議
会
に
つ
い
て
は
、

東
彼
杵
郡
三
町
社
会
福
祉
協
議
会
合
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併
協
議
会
の
推
移
を
見
守
り
、
合
併

で
き
る
よ
う
支
援
す
る
。」
こ
と
を

提
案
し
、
原
案
ど
お
り
確
認
さ
れ
ま

し
た
。

３

協協協協協協協協協協
議議議議議議議議議議
事事事事事事事事事事
項項項項項項項項項項
（
今
回
新
規
に
提
案
さ
れ
、継
続
と
し
た
こ
と
）

�

協
議
第
４５
号
�

地
域
審
議
会
の
設
置
に
関
す
る
こ
と

新
市
に
お
い
て
、
地
域
審
議
会
を

設
置
す
る
こ
と
と
す
る
。

な
お
、
地
域
審
議
会
の
組
織
及
び

運
営
な
ど
に
つ
い
て
は
、
別
紙
「
地

域
審
議
会
の
設
置
に
関
す
る
事
項
」

の
と
お
り
と
す
る
。

﹇
別
紙
﹈

地
域
審
議
会
の
設
置
に
関
す
る

事
項

（
設
置
）

第
１
条

合
併
後
、
東
彼
杵
町
、
川

棚
町
、
波
佐
見
町（
以
下「
旧
町
」

と
い
う
。）
に
、
市
町
村
の
合
併

の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
４０

年
法
律
第
６
号
）
第
５
条
の
４
第

１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
域
審

議
会（
以
下「
審
議
会
」と
い
う
。）

を
設
置
す
る
。

（
設
置
期
間
）

第
２
条

審
議
会
の
設
置
期
間
は
、

設
置
の
日
か
ら
５
年
間
と
す
る
。

（
所
掌
事
務
）

第
３
条

審
議
会
は
、
旧
町
の
区
域

ご
と
に
、
当
該
区
域
に
か
か
る
次

に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
市
長

の
諮
問
に
応
じ
て
審
議
し
、
答
申

す
る
も
の
と
す
る
。

�
新
市
建
設
計
画
の
変
更
に
関
す

る
事
項

�
新
市
建
設
計
画
の
執
行
状
況
に

関
す
る
事
項

�
そ
の
他
市
長
が
必
要
と
認
め
る

事
項

２

審
議
会
は
、
必
要
と
認
め
る
事

項
に
つ
い
て
審
議
し
、
市
長
に
意

見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
組
織
）

第
４
条

審
議
会
は
、
委
員
１０
名
以

内
を
も
っ
て
組
織
す
る
。

（
委
員
）

第
５
条

委
員
は
、
当
該
区
域
に
住

所
を
有
す
る
者
、
又
は
当
該
区
域

内
に
存
す
る
事
業
所
等
に
勤
務
す

る
者
の
中
か
ら
、
市
長
が
任
命
す

る
。

（
任
期
及
び
失
職
）

第
６
条

委
員
の
任
期
は
２
年
と
す

る
。
た
だ
し
、
再
任
は
妨
げ
な
い
。

２

欠
員
に
よ
り
就
任
し
た
委
員
の

任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
任
期
と

す
る
。

３

委
員
は
、
当
該
区
域
に
住
所
を

有
し
な
く
な
っ
た
と
き
、
又
は
当

該
区
域
内
の
事
務
所
に
勤
務
し
な

く
な
っ
た
と
き
は
、
そ
の
職
を
失

う
。

（
会
長
、
副
会
長
）

第
７
条

審
議
会
に
会
長
及
び
副
会

長
を
置
き
、
委
員
の
互
選
に
よ
り

こ
れ
を
定
め
る
。

２

会
長
は
、
会
務
を
総
理
す
る
。

３

会
長
に
事
故
あ
る
と
き
、
又
は

会
長
が
欠
け
た
と
き
は
、
副
会
長

が
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。

（
会
議
）

第
８
条

審
議
会
の
会
議（
以
下「
会

議
」
と
い
う
。）
は
、
会
長
が
招

集
す
る
。

２

会
議
は
、
年
１
回
以
上
開
催
す

る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
委
員
の

４
分
の
１
以
上
の
者
か
ら
審
議
を

求
め
る
事
項
を
示
し
て
請
求
が

あ
っ
た
と
き
は
、
開
催
す
る
も
の

と
す
る
。

３

会
議
は
、
委
員
の
半
数
以
上
が

出
席
し
な
け
れ
ば
、
こ
れ
を
開
く

こ
と
が
で
き
な
い
。

４

議
事
は
、
出
席
委
員
の
過
半
数

で
決
し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
、

議
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

５

会
議
の
議
長
は
、
会
長
を
も
っ

８
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お寄せくださいおお寄寄せせくくだだささいい
ご意見、ご質問をごご意意見見、、ごご質質問問をを

審
議
会
委
員
の
人
数
が
１０
名

と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
根
拠
は

何
か
。そ

れ
ぞ
れ
の
町
に
は
こ
の
審

議
会
に
代
わ
る
も
の
が
い
ろ
い
ろ

あ
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
か
ら
１０

名
程
度
が
適
当
だ
ろ
う
と
い
う
こ

と
に
な
り
、
詳
し
い
根
拠
と
い
う

も
の
は
な
い
。

�

協
議
第
４６
号
�

使
用
料
及
び
手
数
料
の
取
り
扱
い
に

関
す
る
こ
と

使
用
料
及
び
手
数
料
は
、
住
民
の

一
体
性
の
確
保
を
図
る
と
と
も
に
、

住
民
負
担
に
配
慮
し
、
負
担
の
公
平

性
の
原
則
に
よ
り
各
項
目
ご
と
に
そ

れ
ぞ
れ
調
整
す
る
。

�

協
議
第
４８
号
�

水
道
事
業
の
取
り
扱
い
に
関
す
る
こ

と【
給
水
区
域
等
の
状
況
】

�
上
水
道
、
簡
易
水
道
、
飲
料
水
供

給
施
設
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と

お
り
新
市
に
引
き
継
ぐ
。

【
水
道
使
用
料
（
料
金
）】

�
水
道
使
用
料
（
料
金
）
に
つ
い
て

は
、
現
行
の
と
お
り
新
市
に
引
き

継
ぎ
、
上
水
道
、
簡
易
水
道
、
飲

料
水
供
給
施
設
は
、
合
併
後
５
年

を
目
途
に
統
一
す
る
。

�
徴
収
方
法
に
つ
い
て
は
、
現
行
の

と
お
り
新
市
に
引
き
継
ぐ
。

�
納
期
限
に
つ
い
て
は
、
東
彼
杵
町
、

川
棚
町
の
例
に
よ
る
。

�
口
座
振
替
に
つ
い
て
は
、
合
併
ま

で
に
調
整
す
る
。

�
検
針
方
法
に
つ
い
て
は
、
合
併
ま

で
に
調
整
す
る
。

【
そ
の
他
】

�
手
数
料
に
つ
い
て
は
、
別
表
の
と

お
り
統
一
す
る
。

�
加
入
金
に
つ
い
て
は
、
波
佐
見
町

の
例
に
よ
る
。

�
給
水
装
置
工
事
費
に
つ
い
て
は
、

川
棚
町
、
波
佐
見
町
の
例
に
よ
る
。

�
水
道
料
金
報
奨
金
に
つ
い
て
は
、

合
併
ま
で
に
調
整
す
る
。

�
過
料
に
つ
い
て
は
、
川
棚
町
、
波

佐
見
町
の
例
に
よ
る
。

�
簡
易
水
道
等
施
設
補
助
に
つ
い
て

は
、
廃
止
の
方
向
で
合
併
ま
で
に

調
整
す
る
。

て
充
て
る
。

６

会
長
は
、
審
議
上
必
要
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
、
委
員
以
外
の

者
を
出
席
さ
せ
、
意
見
を
述
べ
さ

せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
庶
務
）

第
９
条

審
議
会
の
庶
務
は
、
本
所

に
お
い
て
処
理
す
る
。

（
雑
則
）

第
１０
条

審
議
会
の
議
事
そ
の
他
会

議
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、

会
長
が
会
議
に
諮
り
、
こ
れ
を
定

め
る
。

合併に関するご意見、ご質問がありましたら、
合併協議会事務局までご連絡ください。
［合併協議会事務局］
〒８５９‐３６１６ 東彼杵郡川棚町白石郷７‐１３４
TEL０９５６（２０）６５１１ FAX０９５６（２０）６５１０
E-mail アドレス：

info@touhi-gappei.com

９
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ＡＡＡ

合併協議会でつくる「新市建設計画」とは何ですか？

新市建設計画とは、合併後のまちづくりの基本的な計画のことで、合併協議会がつくり
ます。約１０年間の計画で、まちづくりの基本方針、その大もととなる事業や公共施設の

統合整備、そして、これらを実現するための財政計
画が盛り込まれます。
この新市建設計画によって、住民の皆さんや議会

が、最終的に合併するかしないかを判断することに
なるので、とても大切な役割があります。また、国
や県は、この計画に盛り込まれている事業に対して、
いろいろな応援を行うしくみになっています。
そのため、合併後の市町村にとって、本当に必要

な事業を選び、将来にわたって健全な財政運営を続
けることができるよう、合併協議会で、しっかりと
話し合って作成していくことがとても重要です。

１１月下旬以降に

１１月下旬以降に各地区で新市建設計画（素案）の住民説明会を開催します。
日時、場所等の詳細については、来月の合併協だよりでお知らせします。

お 知 ら せ
合併協議会は毎月１回、原則として第２木曜日に

開催をしています。（ただし、月によっては開催日時

を変更する場合もあります）

★１０月 の 開 催 日 第１２回合併協議会

１０月９日� 東彼杵町総合会館

★１１月の開催予定日 第１３回合併協議会

１１月１３日� 波佐見町総合文化会館

○ 東彼杵郡三町合併
協議会の会議は、公開
を原則としており、自

由に傍聴ができます。また、傍聴者用の議
案も無料で配布します（ただし部数は、先
着５０部）。３町の将来や未来を考える重要
な会議です。住民の皆様もぜひ傍聴に来て
いただくようお願いいたします。
なお、傍聴者の定員は、５０人と

していますが、会場の都合により
定員を増減する場合があります。

この広報は古紙配合率１００％の再生紙と
大豆油インキを使用して印刷しています。 １０


